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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年４月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月１２日（火） １９時４５分ごろ 

発生場所 福井県小浜市沖の小浜湾中央部 

 同県おおい町赤礁埼
あかぐりさき

灯台から真方位１３９°９００ｍ付近 

（概位 北緯３５°３１.１′ 東経１３５°４０.６′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 信
のぶ

吉
よし

丸、１４トン 

   ＦＫ２－２０１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９９ｍ（Lr）×４.３８ｍ×２.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、９９.２９kＷ、昭和５４年７月１７日 

Ｂ 遊漁船 金
きん

寿
じゅ

丸、３.０トン 

   ２５１－８６２５福井、個人所有 

   ９.９７ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８０.２kＷ、昭和５４年１２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年２月１４日 

    免許証交付日 平成２２年９月１６日 

           （平成２８年７月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年４月２３日 

    免許証交付日 平成２０年１月３０日 

           （平成２４年２月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首に破口 

Ｂ 全損（廃船処分） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、レーダーを作動させ、マスト灯、両

舷灯及び船尾灯のほか、船首甲板を照らす作業灯１個と船尾甲板を照らす

作業灯２個を点灯し、小浜港を出港して、船長Ａが、小浜港沖防波堤の南

端付近を通過したとき、針路を小浜湾の対岸にある大島漁港に向く約２９

１°(真方位)に定め、対地速力約１０.６ノットで自動操舵により航行し

た。 
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船長Ａは、定針したのち、操舵室後部にある高床の左舷前部に座って操

船し、同じ床に座っていた乗組員３人と共に漁の成果について話をしてい

たところ、平成２２年１０月１２日１９時４５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ

船の船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長１人が乗り組み、釣り客３人を乗せ、１７時１５分ごろ、

赤礁埼灯台南東方の水深約２１ｍの釣り場で機関を停止して錨泊し、白色

全周灯（錨泊灯）及びマスト灯のほか、１kＷの集魚灯 1 個と５００Ｗの集

魚灯３個を点灯して釣りを始めた。 

Ｂ船は、船首が北方を向いた状態で釣りをしていたところ、船長Ｂが、

右舷船尾３００ｍ付近にＡ船の灯火を視認し、その後、Ａ船がＢ船に向け

て接近するのを認めた。 

船長Ｂは、Ｂ船の船尾部に向けて接近するＡ船と衝突の危険を感じ、Ａ

船に向かって大声で叫んでいた釣り客を船首側へ移動させていたとき、Ｂ

船の右舷船尾端付近とＡ船の船首部とが衝突し、Ｂ船が転覆して乗船者４

人が海中に投げ出された。 

Ａ船は、後進で転覆したＢ船に接近してＢ船の４人を救助したのち、Ｂ

船をえい
．．

航し、２０時４７分ごろ大島漁港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高 ほとんどなし 

 その他の事項 Ａ船は、航行中に操舵室の高床に座って見張りを行うと正船首方に船首

や煙突により船首方向に死角が生じるので、操舵室上部の見張り窓から見

張りを行うことができるようになっていた。 

船長Ｂは、錨泊して釣り中、大島漁港に向かう底びき網漁船４隻が、Ｂ

船から約３００～５００ｍ隔てて通過するのを確認した。 

Ｂ船は、錨索を約３２ｍ延出して錨泊していた。 

Ｂ船の乗船者４人のうち、釣り客１人だけが救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、小浜湾を西北西進中、船長Ａが、操舵

室内で乗組員と話し込み、操舵室上部の見張り窓

から見張りを行うなどの適切な見張りを行ってい

なかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、大島漁港に帰航する数隻の僚船が先

行していたので、Ａ船の進路上には錨泊船などは

いないと思い込んでいた可能性があると考えられ

る。 

 Ａ船は、船首甲板を照らす作業灯１個を点灯し

て航行していたので、船首死角に入っていたＢ船

の灯火などが視認できなかった可能性があると考

えられる。 

 Ｂ船は、小浜湾において錨泊中、船長Ｂ及び釣

り客がＢ船に向けて接近するＡ船に気付き、釣り



- 3 - 

  客がＡ船に対して大声で叫んで注意を喚起したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、小浜湾において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が錨泊中、

船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったため、Ｂ船に気付かずに航行

し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




